「介護サービス情報の公表」制度について

１　趣旨・目的 　　　
　　介護保険法の改正により、平成１８年４月から介護サービス事業者に対して、提供する介護サービスに係る介護サービス情報を事業所の住所がある都道府県の知事に報告し、公表することが義務づけられました。
　　利用者やその家族の方等が介護サービス事業所を選択するに当たり、この制度を活用して、複数の介護サービス事業所の情報を比較検討することができます。
　　介護サービス情報が公表されることにより、事業所は、サービス改善のための自主努力などを自ら公表し、より適切な事業者が選ばれることを通じて、介護サービスの質の向上が期待されます。

２　制度の概要
  ○介護サービス事業者は、年に１回、事業所で提供しているサービスに係る介護サービス情報を知事に報告することが義務づけられています。（介護保険法第１１５条の３５第１項）
　○知事は、報告された基本情報項目及び運営情報項目について、その内容を公表します。（同条第２項）
	基本情報項目
	運営情報項目

	・法人等に関する事項
・事業所等に関する事項
・従業者に関する事項
・介護サービスの内容に関する事項
・利用料等に関する事項
・知事が必要と認めた事項
	・介護サービスの内容に関する事項
（介護サービスの質の確保や相談、苦情等の対応のために講じている措置等）
・事業所等の運営状況に関する事項
（計画的な事業運営、透明性の確保のための取組等）
・知事が必要と認めた事項


　○また、知事は、報告の内容について、必要に応じて調査を行うことができます。（同条第３項）
　○対象事業者が報告しなかったり、虚偽報告、調査拒否、調査妨害を行ったりした場合、知事は、報告、内容是正、調査に係る命令を行うことができます。事業者が命令に従わない場合、知事は、指定（許可）の取消し、又は期間を定めて指定（許可）の効力の全部若しくは一部を停止することができます。（同条第４項、第６項）

３　対象事業者
　○介護サービス事業者
（居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、介護予防支援、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護のうち診療所、特定施設入居者生活介護のうち養護老人ホーム、介護予防特定施設入居者生活介護のうち養護老人ホームに係るものを除く）

　○なお、既存事業所で、前年の１年間（１月１日～１２月３１日）に受けた介護報酬の支払が１００万円以下の場合、基本情報、運営情報ともに、報告は不要です。
○新規事業所については、基本情報に係る報告のみが義務づけられています。

４　報告の方法
○居宅介護サービスと介護予防サービス、地域密着型サービスと介護予防地域密着型サービスとが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、報告についても一体的に行うことができます。

５　制度の仕組み
　(1) 実施体制
　　 事業所からの報告の受理、公表等に係る全般的な事務は県が実施します。

　(2) 報告 
　　①　年間計画の作成・計画の公表
　　　　県が、報告に関する計画を作成し、県のホームページ（かいごへるぷやまぐち）に掲載することにより公表します。

②　情報の報告
　　　　事業者は、①の計画の日程に基づき、報告期限までにインターネットを通じてシステムにアクセスし、ＷＥＢ画面へ直接入力することにより、介護サービスの内容を県に報告します。

(3) 情報の公表
　　　県は、報告内容を審査の上、介護サービス情報をインターネット等により公表します。
介護サービス情報公表システムのページ https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/35/index.php


　(4) 情報の内容に関する調査
　　　県は、報告された情報の内容について、次のいずれかに該当する場合は、事業者に対する面接等の方法により、調査を行います。
　　　○新規申請時
　　　○報告内容に虚偽が疑われる場合
　　　○公表内容について、利用者等から通報があった場合
　　　○実地指導時
　　　○その他、知事が必要と認めるとき
（「介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針」
平成24年3月山口県策定）
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